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前文  

独立行政法人情報処理推進機構（以下「機構」という。）は、経済産業省の政策実施機関として、

平成１６年１月の独立行政法人化後、第一期中期目標期間（平成１５年度～１９年度）においては、

産業の育成に主眼を置いて「情報処理の推進」を図るための事業を、また、第二期中期目標期間

（平成２０年度～２４年度）においては、ＩＴが経済活動の重要な社会基盤に急速になりつつある状

況を踏まえ「情報社会システムの安寧と健全な発展」を目指した事業を実施してきた。 

第三期中期計画を策定するに当たり、昨今のＩＴを取り巻く状況を見ると、次のような特徴が挙げ

られる。まず、クラウドコンピューティングの進展やハードウェア性能の向上等の技術革新によりデ

ータの保存可能量が爆発的に増加し、その処理速度が急激に上昇していること、また、パソコンや

携帯端末による「人が起点」の利用から、これまで個々に利用されてきた家電、エネルギー機器、

自動車等の「モノとモノ」との相互接続の拡大が進んでいること等である。こうした中、経済・社会活

動において、ＩＴとの関わりを意識する、しないを問わず、否が応でも人々とＩＴとの繋がりが生じる社

会が形成されつつある。 

そのことは、ＩＴの活用による快適で利便性の高い国民生活の実現、新たな産業の創出の機会

の拡大を意味する。しかし、その反面、ＩＴの利活用基盤としての情報処理システムの一層の複雑

化・膨大化により障害発生時の社会に与えるインパクトは増大し、さらに、企業、個人を問わず万人

に対するサイバー攻撃等による被害を受ける可能性も拡大することから、それらへの対応が迫ら

れている。また、情報社会システムを支えるＩＴ人材の持続的な供給、とりわけ高度なＩＴ人材の供給

の重要性も一層高まってきている。 

以上の認識の下、機構は、第三期中期目標期間においては、「利用者視点に立った複雑・膨大

化する情報社会システムの安全性・信頼性の確保」を理念として、経済産業省のＩＴ施策の一端を

担う政策実施機関として幅広い施策を展開すべく、以下の項目を重点課題として取組むものとする。 

１．社会基盤としてのＩＴの安全性・信頼性の向上 

①新たな脅威への迅速な対応等の情報セキュリティ対策の強化 

ＩＴは国民生活や経済活動を支える社会基盤としてますます不可欠なものとなる一方、攻撃手法

の高度化、攻撃対象のあらゆるデバイスやシステムへの拡大等、個人や企業等が脅威に晒される

リスクが増大している。このため安全なＩＴを安心して利用できる環境を整備すべく、幅広く国民一般

やＩＴ利用企業に向けて、情報セキュリティ対策を推進する。 

②社会全体を支える情報処理システムの信頼性向上に向けた取組の推進 

情報処理システムは、企業活動・国民生活とＩＴの一体化、ソフトウェアが支える社会基盤の拡大、

大規模複雑システム等の障害時の影響範囲の拡大、深刻度の増大等により、信頼性・安全性の向

上について利用者視点での取組の必要性が高まっている。このため、重要インフラ分野（電子行政

等を含む。）における情報処理システムの信頼性・安全性の向上について利用者視点での先進的

信頼性向上技術の適用促進や電子行政の支援等の事業を推進する。 

③国際的視野に立った情報セキュリティ対策、情報処理システムの信頼性向上に向けた取組の推
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進 

情報セキュリティに関する脅威は、国境を越えて一層のグローバル化が進展している。このため

ＩＴを安全・安心に利用できる環境を整備すべく、国外の関係機関との連携を図りつつ国際的な視野

に立った評価・分析機能の強化等を推進する。 

また、オープンデータをはじめとして、ＩＴの技術的グローバル化が進む中で、ＩＴに関する基準の

国際化、我が国の強みのある分野のグローバル化等、戦略的な標準基盤の構築を国際的な整合

を持って取組むことがますます重要となっている。このため海外の代表的機関と情報交換、連携を

進め、我が国が開発した標準、手法の国際的評価を高め、特に重要性の高い手法については、国

際標準化を推進する。 

２．複雑化・巧妙化する脅威に対するセキュリティの確保と次世代を切り開く高度IT人材育成の戦略

的推進 

①イノベーションを創出する若いＩＴ人材の発掘・育成と産業界全体への活用の啓発 

社会基盤としてのＩＴの位置付けが確固たるものとなる中、それを基盤として新たな産業の創出を

促進することは我が国経済の活性化に直結するものである。その一方、サイバー攻撃等について

は、ますます複雑化・巧妙化しており、それによる脅威はＩＴ社会においては非常に大きなものとな

っている。そのためＩＴによるイノベーションを創出できる若手ＩＴ人材の発掘・育成、サイバー攻撃等

に対処できる情報セキュリティ人材の発掘・育成の両面からの対応が必要となっている。このため

産業の次代を担うイノベーションを創出する若い突出したＩＴ人材や特定の優れた技術を持ったＩＴ人

材（情報セキュリティ人材等）の発掘・育成を促進する。 

②融合ＩＴ人材と情報セキュリティ人材に関する客観的な能力基準の整備 

近年は、農業、医療、エネルギー等あらゆる分野において、ＩＴの利活用による新たなビジネスを

創造することが注目されている。また、情報セキュリティに関する脅威が複雑化・巧妙化している状

況に対応するため、情報セキュリティ人材の育成が急務となっている。このため融合ＩＴ人材に関す

るフレームの整備、情報セキュリティ人材に求められるスキル・タスクを分析・整備し、ＩＴ人材の育

成を推進する。 

 

平成２８年１０月２１日における中期計画の変更について 

機構の目的、業務の範囲等について定めた「情報処理の促進に関する法律（昭和４５年法律第９

０号）」（以下、「情報処理促進法」）が、平成２８年４月１５日に改正され、機構の業務に係る変更が

行われたこと等を受け、平成２８年７月２９日に第三期中期目標の変更が行われ、独立行政法人及

びサイバーセキュリティ戦略本部が指定する特殊法人等（以下「独法等」）の情報システムに対する

不正な活動の監視、監査、原因究明調査に関する業務や、情報処理安全確保支援士制度に関する

業務が追加されたほか、脆弱性対策に係る業務に関する所要の変更等が行われたことから、これ

に対応し、第三期中期計画の変更を行うものとする。 
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Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべ

き措置 

１．新たな脅威への迅速な対応等の情報セキュリティ対策の強化 

～誰もが安全なＩＴを安心して利用できる経済社会のための情報セキュリティ基盤の確立を目指して～ 

近年、ＩＴは、既存産業との融合、ビッグデータの利活用、ＩＯＴ（Internet of Things）等の進展により

我が国の国民生活や経済活動を支える社会基盤としてますます不可欠なものとなる一方で、個人

や企業等が情報セキュリティに関する脅威に晒されるリスクも格段に増大している。具体的には、

その脅威は国境を越えてグローバル化し、攻撃手法も高度化するとともに、攻撃対象がスマートフ

ォンや制御システム等あらゆるデバイスやシステムに拡大している。 

こうした課題への対応に当たり、我が国の情報セキュリティ対策を担う中核的な実施機関として、

内閣官房情報セキュリティセンター（ＮＩＳＣ）、米国商務省国立標準技術研究所（ＮＩＳＴ）等の国内外

の関係機関との連携を図りつつ、民間では収集が困難なサイバー攻撃に転用可能な情報等の収

集、評価及び分析、インシデント事例や対策ノウハウの収集とそれら知見の一般化を行う任務・役

割を担うものとする。 

これらの任務・役割のもとに、安全なＩＴを安心して利用できる環境を整備するため、ＩＴ利用企業

や国民一般に向けて、あらゆるデバイスやシステムの情報セキュリティ対策の推進、国際的な視

野に立った評価・分析機能の強化、社会がよりセキュアな製品・システムを享受できる環境の整備

等の事業を重点的に推進する。さらに事業成果の活用に向けツール、データベースの構築等を行

うことにより、利用者の利便性の向上に努める。 

なお、事業の推進に当たっては、世界最先端の情報セキュリティ社会を構築することを目指し、

社会基盤としてのＩＴの安全性向上を図るため、以下の点について、中期目標期間において達成を

目指す。 

（目標１）重要インフラ等に対するサイバー攻撃に関する情報共有の取組みについて、機構が情

報を収集・提供する産業分野を深化・拡充する。（現状、重工・電力・ガス・石油・化学の５

分野） 

中期目標に明記された上記目標に対し、本中期計画においては以下の目標を定める。 

○関係機関等との連携を図ることで、新たに５つ以上の産業分野と情報の収集・提供を

開始する。また、本取組みによる情報共有について、サイバー攻撃対策への有効性を

高めるため、関係機関等との調整の上、攻撃事例の対象範囲の拡大を図るとともに、

サイバー攻撃解析協議会の活動等を通じて解析手法の高度化を行い、提供する情報

の内容を充実させる。 

（目標２）ウイルス等の機構が、収集・分析・提供・共有した情報等に関し、当該情報等が提供・共

有された企業・個人の、当該情報等に対する満足度の割合を８０％以上とする。 
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中期目標に明記された上記目標に対し、本中期計画においては以下の目標を定める。 

○機構から情報を提供・共有した企業、個人等に対し、毎年度２００者以上のアンケー

ト、３０者以上のインタビュー、Ｗｅｂサイトを用いた意見収集等を行い、ニーズや課題を

把握する。また、これらを元に提供・共有する情報の改善、Ｗｅｂサイトで利用ガイダン

スを提示するなどのフィードバックを行うことにより満足度の向上を図る。なお、意見の

収集とフィードバックは、担当を一元化して、的確な対応ができる体制とする。 

（目標３）情報セキュリティに関する信頼できる情報源として機構に対する期待の割合を２５％以

上とする。（２０１１年：１９％、２０１２年：２０％） 

中期目標に明記された上記目標に対し、本中期計画においては以下の目標を定める。 

○機構の提供する情報が国民から信頼できる情報源として広く認知されるよう、先端的

なセキュリティ人材の活用等により最新技術情報の収集・分析を行い、技術的なレポー

ト等として提供（年２０回以上）、事業実施を通じて得た知見の活用による「情報セキュリ

ティ白書」の定期的な出版などにより情報の信用度を向上させる。また、（目標４）の成

果普及能力の倍増に加え、若年層を対象とした情報セキュリティ普及啓発コンテストの

募集を全国の小中高等学校に対して行うにあたり、併せて機構の成果物を紹介するな

どにより、機構の認知度向上を図る。 

（目標４）標的型攻撃等サイバー攻撃の脅威への対応策に関するガイドライン等の機構の成果

の普及能力を倍増する。（現状、定期的周知４万社、普及活動に協力するＩＴコーディネ

ータ等２５０名） 

中期目標に明記された上記目標に対し、本中期計画においては以下の目標を定める。 

○平成２７年度までに、新たに２００団体以上の商工三団体の傘下団体等に対して、当

該団体等のメールマガジンや機関紙を通じた「今月の呼びかけ」、「注意喚起」等の周

知について協力依頼を行い、周知先の拡大を図る。  

○セキュリティプレゼンター制度の紹介を関連団体等に対して行うなどにより、機構成果

物の普及活動に協力するＩＴコーディネータ等（セキュリティプレゼンター）の登録者数を

毎年度５０名以上ずつ増加させる。 

また、日々技術進歩の著しいＩＴ業界の特性を勘案し、個々の事業ごとについては、年度計画に

おいて成果指標を定めて、我が国の情報セキュリティ対策の強化にどの程度貢献したのかを、各

年度計画の評価時に確認する。 

※例えば、我が国の根幹を成す重要インフラに係る制御システムのセキュリティの評価・認証制度の早期確

立、事業推進に必要な各種脅威情報等へのアクセス度合等が想定される。 

（１）あらゆるデバイス、システムを対象としたサイバー攻撃等に関する情報の収集、分析、提供、共

有 

（１．１）ウイルス等の脅威への対応 
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①急速に変化しつつある脅威を的確に把握し、ウイルスや不正アクセス等の情報を積極的に収

集・分析し、広く国民一般に対し、傾向や対策等の情報提供を行う。 

②ユーザからの相談・問い合わせ対応については、自動応答システム等の活用により効率的に

行う。 

③深刻化、増大する標的型攻撃や新種のコンピュータウイルス等のサイバー攻撃に対して、注意

喚起・情報共有のみならず、初動対応措置や対応策の検討を行うとともに、未然発生防止のた

めの措置等高度な対策等の提案を行う。 

（１．２）情報システムの脆弱性に対する適切な対策の実施（情報処理促進法第４３条第３項の規定

に基づく情報の公表に係るものを含む。） 

①「脆弱性関連情報届出受付制度」を引き続き着実に実施するとともに、関係者との連携を図りつ

つ、脆弱性関連情報をより確実に利用者に提供する手法を検討する。 

②統合的な脆弱性対策情報の提供環境を整備し、開発者、運用者及びエンドユーザに対して、脆

弱性対策の普及啓発を推進する。 

③最新の脆弱性情報やインシデント情報を収集・分析し、注意喚起による危険回避や対策の徹底

を図り、情報セキュリティリスクの低減を促進する。 

（１．３）社会的に重要な情報システムに関する対策支援 

①重要インフラ分野や制御システム等の社会的に重要な情報システムについて、関係府省等の

求めに応じて、情報セキュリティ強化のための調査、協力を行う。 

②我が国の競争力の源泉となる組込み機器の脆弱性に関する対策の提示等を行う。 

（２）情報セキュリティ対策に関する普及啓発 

①広く企業及び国民一般に情報セキュリティ対策を周知するため、地域で開催される情報セキュ

リティに関するセミナーへの講師派遣等の支援、各種イベントへの出展、普及啓発資料の配布、

啓発サイトの運営等を行い、更なる啓発活動を実施する。 

②情報セキュリティに関する脅威を分析・評価し、ＩＴ利用企業や国民一般に向けた積極的な情報

セキュリティ対策を図るため、必要な情報提供を行う。 

③社会的要請に応じ、情報セキュリティ対策・プライバシーに関する状況の調査・分析を行い、情

報提供を行う。 

④米国商務省国立標準技術研究所（ＮＩＳＴ）、韓国インターネット振興院（ＫＩＳＡ）等の各国の情報

セキュリティ機関との連携を通じて、情報セキュリティに関する最新情報の交換や技術共有等

に取組む。 

（３）国際標準に基づくIT製品等のセキュリティ評価及び認証制度の着実な実施 

①ＩＴセキュリティ評価及び認証制度において、制度利用者の視点に立った評価・認証手続の改善、
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評価等に関する人材の育成、積極的な広報活動等を実施する。特に、認証書発行までにかか

る期間を成果指標とし適切な期間内とする。また、認証取得後、認証取得者に対してアンケート

調査を実施し業務改善を図る。 

②暗号・セキュリティ製品やモジュールの認証、暗号技術等広範に亘る情報セキュリティ対策の国

際標準化や新たな手法の開発に係わる国際会議等に参加し、貢献する。 

③暗号モジュール試験及び認証制度（ＪＣＭＶＰ）について、試験等に関する人材の育成を図ると

ともに、平成２５年度中に米国商務省国立標準技術研究所（ＮＩＳＴ）と覚書を締結し、共同認証

制度を確立する。 

④政府調達等における情報セキュリティの確保に資するため、政府及び地方公共団体の調達担

当者等に対して「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」を遵守するように、調達

する機器等のセキュリティ要件及びその要件を満たす認証取得製品等の情報提供や普及啓発

を行う。 

（４）暗号技術の調査・評価 

①電子政府推奨暗号リストの適切な維持・管理を行うため、ＣＲＹＰＴＲＥＣの事務局を引き続き務

めるとともに、電子政府推奨暗号の危殆化をフォローするため、国際会議へ出席し、調査を行う。

また、民間セクターにおける暗号利用システムの円滑な移行を図るための情報提供を行う。 

②技術的評価能力の向上に資する最新技術動向の情報収集等を行うため、米国商務省国立標

準技術研究所（ＮＩＳＴ）及びＪＩＷＧ（Joint Interpretation Working Group）と毎年定期協議を行う。 

（５）制御システムの国際的な認証制度への取組 

①制御システムのマネジメントシステム適合性評価スキームについて平成２６年度に確立すべく

支援する。 

②制御機器等の国内評価認証スキームについて平成２６年度の確立に向けて、技術研究組合制

御システムセキュリティセンター（ＣＳＳＣ）に対して支援を行う。 

 

情報処理促進法改正等に伴う追加措置 

中期目標の変更により定められた以下の追加目標について、達成を目指す。 

（目標５）情報処理促進法第４３条第３項の規定に基づく脆弱性情報等の公表に係る業務の実施

のために必要となる運用ガイドライン及び体制を、ステークホルダーとなる関係団体と調

整の上、改正情報処理促進法の施行後、遅滞なく整備する。 

（目標６）独法等の情報システムに対する不正な活動の監視、監査、原因究明調査を、ＮＩＳＣか

らの指示等に基づき、着実に実施する。また、意欲的目標として、以下の２点を定める 

①セキュリティに係る他の業務との間でシナジーを発揮することによって、監視、監査、原因究

明調査業務に対する効果的な改善の提案を行う。 

②セキュリティに係る他の業務との間でシナジーを発揮することによって、人材育成、製品・技
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術評価等において、価値の高い成果を得る。 

上記追加目標の達成に向け、以下の事業を実施する。個々の事業ごとについては、年度計画に

おいて成果指標を定めて、我が国の情報セキュリティ対策の強化にどの程度貢献したのかを、各年

度計画の評価時に確認する。 

（６）あらゆるデバイス、システムを対象としたサイバー攻撃等に関する情報の収集、分析、提供、共

有（追加措置） 

①情報処理促進法改正に伴い、「情報セキュリティ早期警戒パートナーシップガイドライン」等の関

連規定に求められる変更について、ステークホルダーとなる関係団体とも連携して検討し、ま

た、必要な合意形成を図る。 

②関連規定の変更にあわせ、機構が実施する脆弱性対策等の業務について、その設計や体制

に必要な見直しを行った上で、引き続き、推進する。 

（７）独法等の情報システムに対する不正な活動の監視、監査、原因究明調査 

①ＮＩＳＣの指示に基づき、独法等の情報システムの監視を実施する。 

②サイバーセキュリティ戦略本部からの委託に基づき、独法等の情報システムに対する監査、原

因究明調査を実施する。 
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２．社会全体を支える情報処理システムの信頼性向上に向けた取組の推進 

～重要インフラ分野等における情報処理システムの信頼性・安全性の向上～ 

社会全体を支える情報処理システムに関しては、新たな製品・サービスの登場やライフスタイル

の変化を背景とした企業活動・国民生活とＩＴの一体化、ネット取引や物流等のソフトウェアが支え

る社会基盤の拡大、システム同士がつながる大規模複雑システム等におけるシステム障害時の

影響範囲の拡大と深刻度の増大等により、信頼性・安全性の向上について利用者視点での取組

の必要性が高まっている。 

こうした課題への対応に当たり、国民生活や社会基盤を支える重要インフラ分野（電子行政等を

含む。以下、本項目において「重要インフラ分野」という。）における情報処理システムの信頼性向

上を任務とする国の政策実施機関として、民間では収集が困難な機微情報の収集・分析、信頼性

向上のため業種を越えて知見を共有する拠点機能、専門的知見とノウハウを蓄積しそれらを最大

限活かした任務の適切な遂行の役割を担うものとする。 

これらの任務・役割のもとに、重要インフラ分野における情報処理システムの信頼性・安全性の

向上のため、利用者視点に立脚して、先進的信頼性向上技術の適用促進等の事業を重点的に推

進する。さらに、「電子行政推進に関する基本方針」、「電子行政オープンデータ戦略」で示された

方針に基づき、低コスト・高信頼な電子行政の構築に向けて、国際的協調を取りつつ、技術標準等

の策定、ガイドライン策定・提供や技術的ノウハウの提供等を行う。さらに事業成果の活用に向け

ツール、データベースの構築等を行うことにより、利用者の利便性の向上に努める。 

なお、事業の推進に当たっては、重要インフラ分野における情報処理システムに係る類似のソフ

トウェア障害の再発防止を目指し、その目標の達成状況を確認するため、以下の点について、中

期目標期間において達成を目指す。 

（目標１）情報処理システムに係る障害情報について、電力・ガス等の主たる重要インフラ等の産

業分野から新たに情報を収集する。 

中期目標に明記された上記目標に対し、本中期計画においては以下の目標を定める。 

○情報処理システムに係る障害情報について、初年度においては収集した障害事例の

分析から障害情報共有の有効性や、分野横断で障害情報を収集する仕組み（情報収

集のための共通様式、機密保持等のルール）をとりまとめる。２年度目以降は、重要イ

ンフラ等から各年度において新たに２以上の産業分野を加え、障害情報の収集体制を

構築・拡充する。さらに、収集した障害情報の分析を行い、類似障害の未然防止につな

がるガイドラインや障害発生度合いの傾向分析等のレポートとして取りまとめる。  

○ソフトウェア開発データの活用による情報システムの品質・信頼性向上を目指し、各年

度において新たに２００プロジェクト以上の開発データを収集し、収集した情報の分析を

行う。 

（目標２）情報処理システムの信頼性の向上に係る成果の有効性（役立ったと回答する者の割合）

を５０％以上とする。（２０１２年：４２％） 
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中期目標に明記された上記目標に対し、本中期計画においては以下の目標を定める。 

○中期目標期間において製品・サービス等の異なる２０以上の業界団体・機関等に対

し、情報処理システムの信頼性の向上に関する継続的な意見交換を行う関係を構築

し、業界等の抱えるニーズや課題を把握する。  

○ソフトウェアの上流工程での先進的な設計方法の効果的な適用事例を各年度におい

て新たに１０件以上収集、また、ソフトウェアの信頼性検証のための先進技術及びその

活用手法に関する内外の最新動向を収集し、そうした知見を基礎として、効果的な成果

のとりまとめに反映する。 

（目標３）情報処理システムの信頼性の向上に係るガイドライン等の機構の成果について、企業

等への導入率を３５％以上へ高める。（２０１１年：３１％、２０１２年：３０％） 

中期目標に明記された上記目標に対し、本中期計画においては以下の目標を定める。 

○中期目標期間において製品・サービス等の異なる２０以上の業界団体・機関等に対

し、障害発生度合いの低減方策やソフトウェア品質確保に関する継続的な意見交換を

行う関係を構築し、ガイドライン等の企業等への導入を促進する。  

また、日々技術進歩の著しいＩＴ業界の特性を勘案し、個々の事業ごとについては、年度計画に

おいて成果指標を定めて、我が国の情報処理システムの信頼性向上等にどの程度貢献したのか

を、各年度計画の評価時に確認する。 

※例えば、オープンデータの認知度等が想定される。 

 

（１）重要インフラ分野の情報処理システムに係るソフトウェア障害情報の収集・分析及び対策 

（１．１）重要インフラシステム等のソフトウェア障害情報の収集・分析 

①重要インフラ分野における情報処理システムについて、品質・信頼性確保に関する実証的なデ

ータの収集を継続するとともに、機器故障・ソフトウェア不具合・人為的ミス等により運用時に障

害が起きた場合にも、システム全体の停止に波及させることなく、国民生活や経済活動への影

響を極小化するＩＴ社会を実現するために、業種を越えて、運用・利用面での障害事例（障害現

象・被害状況・原因・復旧対策・再発防止策等）を社会で共有する仕組みを構築する。 

②国民生活や経済活動に一定以上の影響を及ぼした障害については、事業者が積極的に情報

提供を行えるよう、障害情報を記録する共通様式の設計、機密保持・情報提供の方法のルー

ル化等を推進する。 

（１．２）重要インフラシステム等のソフトウェア障害の再発防止の導入促進や事例に対する対策支

援 

①障害の再発防止に向けたシステム開発や運用・管理の継続的なプロセス評価・改善手法を策

定し、ＩＴサービス提供者への導入を促進する。 
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②障害事例の分析に基づき、ＩＴサービスの利用者の意識改革を促すため、サービスの安全性、

信頼性、グレードとコストに関する複数の選択肢を提供する方法等について検討を進める。 

（２）利用者視点でのソフトウェア信頼性の見える化の促進 

（２．１）ソフトウェア品質説明力の強化の促進 

①製品・サービスを提供する事業者が利用者に対しソフトウェア品質を十分に説明できるよう、ソ

フトウェアの信頼性に関する表示を行う仕組みを構築し、ＢtoＢを中心とするサプライチェーンに

おけるソフトウェア品質のトレーサビリティの確保を図る。 

②ソフトウェアの信頼性について、第三者が確認を行うソフトウェア品質説明力強化の取組を促進

する。 

（２．２）ソフトウェア信頼性の見える化促進のための環境整備 

①複雑化・高度化する情報処理システムを実現するソフトウェアについて、その高信頼性を確保

するため、上流工程での先進的な設計方法の効果的な適用事例を収集し、適用のためのガイ

ドライン等を策定する。 

②ソフトウェアの信頼性検証のための先進技術の適用促進、信頼性検証技術の活用手法の提供

を行う。 

（３）公共データの利活用など政府方針に基づく電子行政システムの構築支援 

①公共データの二次利用促進等による我が国の経済活性化等に資するよう、電子行政システム

間の効率的データ連携とデータ公開に必要な技術標準、データ標準の評価と整備を行うととも

に、その普及を図る。 

②複雑化・高度化する電子行政システムを効率的、中立・公平に調達するためのガイドラインの

整備を行うとともにその普及を図る。 

（４）ソフトウェアの信頼性に関する海外有力機関との国際連携 

①米国商務省国立標準技術研究所（ＮＩＳＴ）、米国カーネギーメロン大学ソフトウェアエンジニアリ

ング研究所（ＳＥＩ）、独国フラウンホーファ協会実験的ソフトウェアエンジニアリング研究所（ＩＥＳ

Ｅ）等の海外の代表的機関との情報交換、国際連携を進めるとともに、定量データ分析等我が

国が開発した標準、手法の国際的評価を高め、世界有数の拠点を目指す。 

②機構で確立した手法について、我が国の国際競争力の確保に留意しつつ、特に重要性の高い

ものについては、国際標準化を推進する。 

 

 



   

 11  

３． IT人材育成の戦略的推進 

～若い突出したIT人材の発掘・育成及び高度IT人材育成の体系・客観的な能力基準の普及等～ 

社会基盤としてのＩＴの位置付けが確固たるものとなる中、それを基盤として新たなビジネスや高

度テクノロジーの創造等のイノベーションを起こし、新たな産業の創出を促進することは我が国経

済の活性化に直結するものである。その一方、サイバー攻撃等については、ますます複雑化・巧

妙化しており、それによる脅威はＩＴ社会においては非常に大きなものとなっている。そのため産業

の活性化を促進するにはＩＴによるイノベーションを創出できる若手ＩＴ人材の発掘・育成及び農業、

医療、エネルギー等あらゆる分野においてＩＴの利活用による新たなビジネスを創造できるＩＴ人材

像の整備並びにサイバー攻撃等に対処できる情報セキュリティ人材の育成・輩出等、多面的な対

応が必要となっている。 

こうした課題への対応に当たり、長期的視点に立ったＩＴ人材の発掘・育成・輩出の促進を任務と

する国の政策実施機関として、民間だけでは採算性の観点から取組が進まない若手人材の育成

やＩＴ人材に必要なスキル等の明確化のための情報を収集・分析し、その知見を共有する拠点機能

として、専門的知見とノウハウを蓄積し、それらを最大限活かす役割を担うものとする。 

これらの任務・役割のもとに、イノベーションを創出する資質・素養を有する若い突出したＩＴ人材

や特定の優れた技術を持ったＩＴ人材（情報セキュリティ人材等）の発掘・育成及び時代に即した人

材育成体系・客観的な能力基準の整備、普及等を行い、我が国の産業の活性化・競争力強化を目

指す。また、このような活動に関連し、ＩＴ人材を巡る動向等の情報発信、情報関連人材育成事業を

行う新事業支援機関に対する各種成果の普及や講師派遣等を行う。さらに事業成果の活用に向け

ツール、データベースの構築等を行うことにより、利用者の利便性の向上に努める。 

なお、事業の推進に当たっては、我が国のＩＴ人材の質の高度化を目指し、情報セキュリティ人材

や高度ＩＴ人材の充実等を図るため、以下の点について、中期目標期間において達成を目指す。 

（目標１）若い突出したＩＴ人材の発掘において、特に秀でていると認定される者（スーパークリエ

ータ）の割合を３０％以上とする。（２０１１年：２１％） 

中期目標に明記された上記目標に対し、本中期計画においては以下の目標を定める。 

○若い突出したＩＴ人材の発掘促進のため、新たに大学やプログラミングコンテスト等の

主催者との連携を順次拡大し、大学における個別説明会の実施やプログラミングコン

テスト等の受賞者に対する普及啓発を行う。この結果、初年度の応募件数１００件以上

とし、さらに各年度において順次拡充し、最終年度には応募件数１３０件以上とする。

（平成２４年度：８９件） 

○若い突出したＩＴ人材の育成のため、産業界との人的ネットワーク拡充、経営診断や知

的財産権など専門性を有するアドバイザーの活用を新たに行い、加えて、産業界への

啓発活動を行う。この結果、輩出した人材による起業・事業化率を３０％以上とする。

（平成２０年度から平成２２年度の事業修了者の起業・事業化率２５．２％） 

（目標２）情報セキュリティ人材の能力整備基準（スキル指標）の企業での活用率を３０％以上と
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する。（２０１０年：１９％、２０１１年：２０％（一般的なＩＴ人材の能力整備基準活用率）） 

中期目標に明記された上記目標に対し、本中期計画においては以下の目標を定める。 

○情報セキュリティ人材育成のため、当該人材が備えるべきスキルを、標的型攻撃など

１０種類以上のセキュリティ脅威別に明確にする。 

○セキュリティに関するスキル指標をはじめとするスキル指標の活用率等、我が国IT人

材の現状を的確に把握するため、ＩＴ人材白書（ＩＴ人材の育成実態に関する年次報告

書）のアンケート回収率を３０％以上とする。（平成２４年度：１５．１％）。これら、実態を

より把握した白書を活用して、ベンダ・ユーザ各社へのスキル指標の利用を促す。 

また、日々技術進歩の著しいＩＴ業界の特性を勘案し、個々の事業ごとについては、年度計画に

おいて成果指標を定めて、我が国のＩＴ人材の質の高度化等にどの程度貢献したのかを、各年度

計画の評価時に確認する。 

※例えば、受託開発型の人材からサービス提供型の人材への転換等、時代が要請する重要分野にシフトし

たＩＴ人材数やこれらの人材のスキルレベルの高度化・企業ニーズとの合致等が想定される。 

（１）イノベーションを創出する若いＩＴ人材の発掘・育成と産業界全体への活用の啓発 

①ＩＴの活用によるイノベーションの創出を行うことができる独創的なアイディア・技術等を有する若

い突出したＩＴ人材を優れた能力と実績を持つプロジェクトマネージャーの指導のもと発掘・育成

する。また、我が国の産業の活性化・競争力強化に資するため、若い突出したＩＴ人材による成

果・活動等を情報提供できる環境を整備するとともに、産業界との人的ネットワークの拡充を図

り、産業界全体への活用の啓発を行う。 

②国や産業界の社会インフラで求められる特定の優れた技術を持ったＩＴ人材（情報セキュリティ

人材等）の発掘・育成のため、集中的な教育プログラムや地域での各種セミナー・イベント等の

実施を推進する。 

（２）融合ＩＴ人材と情報セキュリティ人材に関する客観的な能力基準の整備及び情報発信 

①融合ＩＴ人材、情報セキュリティ人材に求められるスキル・タスクを分析し、ＣＣＳＦ（共通キャリ

ア・スキルフレームワーク）等のスキル標準における能力基準整備等を行い、民間主体による

育成の取組を促す。 

②ＩＴ人材を巡る動向等の情報を収集・分析の上、情報発信を行う。また、情報関連人材育成事業

を行う新事業支援機関に対して、機構の各種成果の普及や講師派遣等を行う。 

 

（３）情報処理技術者の技術力及び国民のＩＴ利活用力の向上を目指した情報処理技術者試験の実

施等 

①情報処理技術者試験については、ＣＣＳＦに準拠して着実に実施する。また、応募者数増加に

資する取組と不断のコスト削減等により収益の改善を目指し、同試験の持続的な運営を行う。 

②情報セキュリティ人材をはじめとするIT人材の多様化と高度化、ＩＴの高度化・複雑化や技術ニ
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ーズの多様化等ＩＴを取り巻く環境変化を踏まえ、各試験間の整合を図りつつ出題範囲、出題内

容等を反映する。 

③アジア各国との相互認証、国際標準動向との調整等により、我が国の試験制度等の国際的な

同等性、整合性を確保する。試験制度等の国際的な協力に際しては、相手国との関係に留意し

つつ、可能な限り国際協力資金等の外部資金の活用により実施する。 

（４）スキル標準及び産学連携に関する事業の民間を含めた実施体制の構築 

①情報セキュリティや最新技術動向等を反映させながら３スキル標準及びＣＣＳＦを統合する。ま

た、統合したスキル標準について、最適な維持・管理及び普及を行うために、民間を含めた実

施体制を構築する。 

②ＣＣＳＦに基づき求められるＩＴ人材像を産業界と教育界で共有し、高等教育機関における実践

的な高度ＩＴ人材育成活動の自立的、効果的な実施を推進するための情報ハブ機能について、

民間を含めた実施体制を構築する。 

 

情報処理促進法改正等に伴う追加措置 

中期目標の変更により定められた以下の追加目標について、達成を目指す。 

（目標３）２０２０年までに情報処理安全確保支援士の登録を３万人超とすることに向けて、第三

期中期目標期間内に情報処理安全確保支援士の試験、登録、講習を開始し、着実に実

施するとともに、情報処理安全確保支援士の普及促進の観点から、情報処理安全確保

支援士が担う代表的な役割モデルの３種以上の構築、情報処理安全確保支援士制度

の企業認知度５０％以上の達成を実現する。 

上記追加目標の達成に向け、以下の事業を実施する。個々の事業ごとについては、年度計画に

おいて成果指標を定めて、我が国のＩＴ人材の質の高度化等にどの程度貢献したのかを、各年度

計画の評価時に確認する。 

（５）情報処理安全確保支援士に係る試験・登録・講習の実施等 

①情報処理安全確保支援士に係る試験、登録、講習の事務を開始するための、業務・システムの

設計・構築や、関連規定の整備、実施体制の整備等を行う。 

②情報処理安全確保支援士に係る試験、登録、講習の事務を着実に実施する。 

③情報処理安全確保支援士制度の普及促進のために、企業におけるセキュリティに関する業務

とそれに対応する役割の明確化、セキュリティ人材のキャリアパスの明確化、資格のブランディ

ング活動、企業経営層への働きかけ等を行う。 
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Ⅱ．業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

１．出口戦略を意識した業務運営の不断の見直し 

（１）各事業について実施の妥当性及び出口戦略を意識し、計画の策定、実行、評価、改善のＰＤ

ＣＡサイクルに基づく業務運営の不断の見直しを実施する。 

（２）外部有識者及び第三者の意見・評価、フォローアップ調査、アウトカム分析等により、各事業

の厳格かつ客観的な評価・分析を実施し、その結果を事業選択や業務運営の効率化に反映さ

せることにより見直しの実効性を確保する。 

（３）機構内の検討機能を強化し、事業実施前の方針、運営方法等が有効かつ効率的なものであ

る検証できる仕組みを設けることにより、内部統制のさらなる充実・強化を図る。さらに、毎年度、

１００人以上の有識者・利用者からヒアリング（｢１００者ヒアリング｣）を実施する。 

２．機動的・効率的な組織及び業務の運営 

（１）ＰＤＣＡサイクルに基づく業務運営の見直しの結果を反映させるとともに、ＩＴを巡る内外の情勢

変化等を踏まえ、運営効率向上のための最適な組織体制に向けて不断の見直しを図る。 

（２）組織内外の課題に対応するため、部署を越えた横断的な連携を図り、外部専門人材も含めた

ワーキンググループやタスクフォースの設置等を行うことにより、機動的・効率的な組織･業務

運営を行う。 

（３）業務内容や専門性に応じて柔軟に活用できる多様な外部専門人材や先端的なセキュリティ人

材を機動的・積極的に活用し、情勢の変化への対応力を高めるとともに、知識の習得や蓄積を

通じて組織のパフォーマンス向上に努める。 

   先端的なセキュリティ人材については、初年度において機構実施事業の修了生などを中心に 

募集し、採用する。 

（４）組織内の個々人が最大限のパフォーマンスを発揮できるよう、業績評価制度とそれに基づく

処遇の徹底や外部研修の活用等を積極的に行い、職員の業務遂行能力の向上を図る。 

（５）業務内容に応じて民間事業者や外部専門機関を有効に活用することにより、業務の効率化を

図る。民間事業者や外部専門機関の選定に当たっては、可能な限り競争的な方法により行うと

ともに、十分な公募期間の設定と情報提供を行う。 

（６）機構における専門性・特殊性の高い業務を継続して行っていく観点から、就職情報サイトの積

極的活用や採用説明会の充実等、新卒採用者の確保に向けた採用活動を強化するとともに、

中長期的視点に立った人材の育成を図る。 

３．運営費交付金の計画的執行 

事務事業については不断の見直しを行いつつ、運営費交付金の執行については、定期会議
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での報告審査によりチェック機能の強化を図る等、運営費交付金の執行管理体制を強化するこ

とにより、事業の性質上やむを得ない案件を除き年度内での計画的執行を徹底し、予期せぬ運

営費交付金債務残高の発生を抑制する。 

また、中長期的な観点での計画的な執行計画に留意しつつ、予期せぬ交付金債務残高につ

いてはその発生要因を分析した上で、次年度以降の適正かつ計画的執行に努める。 

４．戦略的な情報発信の推進 

（１）ＩＴに係る情報収集・発信等（シンクタンク機能の充実） 

①ユーザニーズ等に関する市場動向、ＩＴの技術動向、国際標準化動向等の調査を国内外に亘っ

て行い、情報サービス・ソフトウェア産業に係る各種情報を収集し、積極的な情報発信を実施す

る。 

②海外関連機関との連携強化や国際会議への積極的な参加等を通じ、国際的な情報発信及び

国際動向の把握に努める。 

③ＩＴの安全性・信頼性向上に資する基準・標準の策定及び事業成果の活用に向けたツール化、

データベース構築、ガイドブック作成等を行い、利便性の高い情報提供を行う。 

④高度な情報サービスの利用を通じた我が国の国民生活の向上及び産業の発展のために、研

究会等により数年先の市場動向及び技術動向を見据え今後注力していくべき技術分野等の抽

出を行う。 

（２）戦略的広報の実施 

①各事業の内容及び成果の特徴、対象等を見据え、最も効果的な広報手法を検討し、実施する。 

また、ＰＤＣＡサイクルに基づき、広報活動の不断の見直しを実施する。 

②事業成果については、事業終了後早期に公開する。また、情報発信及び成果普及のあり方に

ついては、イベントの効率的な開催に努めるとともに、地方で開催されるセミナー・イベントにつ

いて、主催方式から講師派遣方式に切り替える等の見直しを行う。さらに、事業成果の経済社

会に対する効果や貢献に関する調査を行い、その結果について広く公開し、国民の理解を得る

とともに、国民一般における認知度の向上に努める。 

③利用者の利便性向上を図るため、ウェブサイトの画面構成の改善等に努める。さらに、英語版

を充実させ、海外への情報発信を強化する。 

④報道関係者の事業内容に関する理解促進のため、第三期中期目標期間において５００件以上

の報道発表を実施する。また、説明会・懇談会等を開催するとともに、個別取材に対応する。さ

らに、国民一般に向けて機構が有するメーリングリスト等に加え、外部の情報発信ツールを活

用した情報提供を行う。 

５．業務・システムの最適化 

｢独立行政法人等の業務・システム最適化実現方策」［平成１７年６月２９日各府省情報化統
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括責任者（ＣＩＯ）連絡会議決定］等の政府の方針を踏まえ、第一期中期目標期間中に策定した

｢業務・システム最適化計画」に基づき、内部統制の充実を視野に入れつつ、機構の主要な業

務・システムの最適化・効率化を図る。 

 

６．業務経費等の効率化 

（１）運営費交付金を充当して行う業務については、第三期中期目標期間中、一般管理費（人事院

勧告を踏まえた給与改定分、退職手当を除く｡）について毎年度平均で前年度比３％以上の効

率化を行うとともに、新規に追加されるもの、拡充分を除き、業務経費について毎年度平均で前

年度比３％以上の効率化を行う。 

（２）役職員の給与水準については、国家公務員の給与構造改革等を踏まえた適切な見直しを実

施するとともに、ラスパイレス指数、役員報酬、給与規程及び総人件費を引き続き公表する。ま

た、給与水準についての検証を行い、これを維持する合理的な理由がない場合には必要な措

置を講じることにより、給与水準の適正化に取組み、その検証結果や取組状況を公表する。 

７．調達の適正化 

（１）「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について（平成２７年５月２５日総務大臣

決定）」を踏まえて毎年度策定する「調達等合理化計画」に基づき、競争性のない随意契約につ

いて引き続き徹底して点検・見直しするとともに、一般競争入札等（競争入札及び企画競争・公

募をいい、競争性のない随意契約は含まない。以下同じ。）についても、競争性が確保されてい

るか点検を行うことにより、契約の適正化を推進し、業務運営の効率化を図る。具体的には、や

むを得ないものを除き、原則として一般競争入札等によることとし、透明性・公平性を確保しつ

つ公正な手続きを行う。結果として、一者応札・応募となった場合には事後調査を行い、問題点

を把握した上で適切な改善を図り、更なる競争性を確保する。また、入札・契約の実施方法及

び一者応札・応募について、契約監視委員会を年２回以上開催して点検を行うとともに監事等

の監査を受ける。更に、調達マニュアルを整備するとともに、調達担当職員を対象とする定期的

な研修を年２回以上実施する。 

（２）契約等に係る情報について、適時適切に公表することにより透明性を確保する。 
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Ⅲ．財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

１．自己収入拡大への取組 

行政改革の主旨を踏まえ、第三期中期目標期間においても引き続き自己収入の増加を図る

観点から、受益者が特定でき、受益者に応分の負担能力があり、負担を求めることで事業目的

が損なわれない業務については、経費を勘案して、適切な受益者負担を求めていくこととする。 

２．決算情報・セグメント情報の公表の充実等 

機構の財務内容等の一層の透明性を確保する観点から、決算情報・セグメント情報の公表の

充実等を図る。 

３．地域事業出資業務（地域ソフトウェアセンター） 

（１）地域ソフトウェアセンターについては、経営状況を的確に把握するとともに、経営改善を目的

とした積極的な指導・助言等を行う。さらに、地域ソフトウェアセンター全国協議会が毎年度３回

以上開催されるよう支援し、地域ソフトウェアセンター間の情報交換を促進することにより、地域

ソフトウェアセンターの経営改善を図るものとする。 

（２）第三期中期目標期間において黒字化への転換が見込めず、かつ、以下の基準に該当するも

のは、他の出資者等との連携の下に、当該期間内に解散に向けた取組を促すものとし、解散

分配金を速やかに国庫納付するものとする。 

①主要株主である地方自治体・地元産業界からの直接的、間接的な支援が得られない場合 

②経営改善を行っても、繰越欠損金が増加（３期連続を目安）又は増加する可能性が高い場合 

４．債務保証管理業務 

保証債務の残余管理については、保証先への往訪や代表者との面談並びに決算書の徴求

等を適宜行うとともに、金融機関とも連携して債権の保全を図る等適切に実施する。 

５．資産の健全化 

保有する資産については自主的な見直しを行ってきたところであるが、効率的な業務運営を

担保するため不断の見直しを実施する。また、資産の実態把握に基づき、機構が保有し続ける

必要があるかを厳しく検証し、支障のない限り、国への返納を行う。さらに、情報処理技術者試

験の持続的な運営を可能とするため、応募者数増加に資する取組と不断のコスト削減に努め、

財政基盤の確保を図ることにより、円滑な事業運営を目指す。 
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Ⅳ．予算（人件費見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

１．予算 （別紙参照） 

総表（別紙１－１） 

事業化勘定（別紙１－２） 

試験勘定（別紙１－３） 

一般勘定（別紙１－４） 

地域事業出資業務勘定（別紙１－５） 

２．収支計画（別紙参照） 

総表（別紙２－１） 

事業化勘定（別紙２－２） 

試験勘定（別紙２－３） 

一般勘定（別紙２－４） 

地域事業出資業務勘定（別紙２－５） 

３．資金計画（別紙参照） 

総表（別紙３－１） 

事業化勘定（別紙３－２） 

試験勘定（別紙３－３） 

一般勘定（別紙３－４） 

地域事業出資業務勘定（別紙３－５） 

 

Ⅴ．短期借入金の限度額 

１５億円 

（理由）年度当初における国からの運営費交付金の受入等が最大３ヶ月程度遅延した場合に

おける機構職員への人件費の遅配及び機構事業費の支払遅延、その他の事故等（例

えば天災による情報処理技術者試験の中止や延期等）の発生により生じた資金不足

を回避する。 
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Ⅵ．重要な財産の譲渡・担保計画 

なし 

Ⅶ．不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関す

る計画 

なし 

 

Ⅷ．剰余金の使途 

各勘定に剰余金が発生したときには､後年度負担に配慮しつつ、各々の勘定の負担に帰属す

べき次の使途に充当できる。 

・ ソフトウェアの安全性・信頼性向上に関する業務等の充実 

・ 短期の任期付職員の新規採用 

・ 人材育成及び能力開発研修等 

・ 広報、成果発表会等 

・ 情報処理技術者試験の充実・改善、質の向上 

 

Ⅸ．その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

１．施設及び設備に関する計画 

なし 

 

２．人事に関する計画 

機構における専門性・特殊性の高い業務を継続して行っていく観点から、中長期的視点に立

った人材の育成を図る。 

（参考１） 

 ・ 期初の常勤役職員数          １７９人 

 ・ 期末の常勤役職員数の見込み    ２３１人程度とする。 

（参考２） 

 ・ 中期目標期間中の人件費総額見込み（法定福利費を除く。）  ７，０２７百万円 
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３．中期目標期間を超える債務負担 

中期目標期間を超える債務負担については、情報処理技術者試験業務等において当該業務

が中期目標期間を超える場合で、当該債務負担行為の必要性・適切性を勘案し合理的と判断さ

れるものについて予定している。 

４．積立金の処分に関する事項 

第二期中期目標期間の最終事業年度において、独立行政法人通則法第４４条の処理を行っ

てなお積立金があるときは、主務大臣の承認を受けた金額について、情報処理技術者試験の

制度改正等に係る経費の支出及び第二期中期目標期間中に自己収入財源で取得し第三期中

期目標期間へ繰り越した固定資産の減価償却費等に要する費用に充てることとする。 
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別紙 

別紙１ 予算 

 

別紙１－１  

予算（総表） 

（単位:百万円） 

区別 金額 

  収入   

運営費交付金 ３２，４５８ 

国庫補助金 ３，３９２ 

受託収入 １９４ 

業務収入 １５，９９７ 

その他収入 ２７６ 

  計 ５２，３１７ 

  支出  

業務経費 ５５，９９８ 

受託経費 １９４ 

一般管理費 ５，６５９ 

  計 ６１，８５１ 

［人件費の見積り］ 

期間中７，０２７百万円を支出する。 

但し、上記の額は、役員報酬、職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当、諸支出金（法定福利費

を除く。）等に相当する範囲の費用である。 

［運営費交付金の算定方法］ 

ルール方式（別紙）を採用 

［注記］ 

各別表の「金額」欄の計数は、原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合

計とは一致しないものがある。 
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（別 紙） 

［運営費交付金の算定ルール］ 

平成２５年度から平成２９年度までの各事業年度における運営費交付金（Ｇ（ｙ））については、次

の数式により算出する。 

Ｇ(ｙ) (運営費交付金) 

＝ Ａ(ｙ－１) （一般管理費） × α（一般管理費の効率化係数） 

＋ Ｂ(ｙ－１)（事業に要する経費） × β（事業の効率化係数） 

× γ（中長期的政策係数） × δ（消費者物価指数）  

＋ Ｃ(ｙ)（調整経費） － Ｄ(ｙ)（自己収入） 

Ａ(ｙ)（一般管理費）(注) ＝ Ｓ(ｙ)（人件費） 

＋ その他一般管理費(ｙ－１) ×δ（消費者物価指数） 

注：一般管理費の効率化係数を掛ける前の一般管理費 

B(ｙ)（事業に要する経費）(注) ＝ Ｓ(ｙ)（人件費） 

＋ その他事業に要する経費(ｙ－１)  

注：事業に要する経費の効率化係数を掛ける前の事業に要する経費 

Ｓ(ｙ)（人件費） ＝ Ｓ(ｙ－１) × ｓ（人件費調整係数） 

Ｄ(ｙ)（自己収入） ＝ Ｄ(ｙ－１) × ｄ（自己収入調整係数） 

 

Ａ(ｙ) ： 運営費交付金額のうち一般管理費相当分。 

Ｂ(ｙ) ： 運営費交付金額のうち事業に要する経費相当分。 

Ｃ(ｙ) ： 短期的な政策ニーズ及び特殊要因に基づいて増加する経費。 

短期間で成果が求められる技術開発への対応、法令改正に伴い必要となる措置

等の政策ニーズ及び退職手当の支給、事故の発生等の特殊要因により特定の年

度に一時的に発生する資金需要について必要に応じ計上する。 

Ｄ(ｙ) ： 自己収入。 

情報システムのセキュリティに係る評価・認証の手数料等が想定される。 

Ｓ(ｙ) ： 役員報酬、職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当、諸支出金等に相当する額。 

 

係数α、β、γ、δ、ｓ及びｄについては、以下の諸点を勘案した上で、各年度の予算編成

過程において、当該年度における具体的な係数値を決定する。 

α（一般管理費の効率化係数） 

： 毎年度平均で前年度比３％以上の効率化を達成する。 

β（事業の効率化係数） 

： 毎年度平均で前年度比３％以上の効率化を達成する。途中新規事業についても

翌年度から年３％程度の効率化を図ることとしているため、この達成に必要な係数

値とする。 

γ（中長期的政策係数） 

： 中長期的に必要となる技術シーズへの対応の必要性、科学技術基本計画に基づく
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科学技術関係予算の方針、独立行政法人評価委員会による評価等を総合的に勘

案し、具体的な伸び率を決定する。 

δ（消費者物価指数） 

： 前年度の実績値を使用する。 

ｓ（人件費調整係数） 

： 職員の採用、昇給・昇格、減給・降格、退職及び休職に起因する一人当たり給与の

変動の見込みに基づき決定する。 

ｄ（自己収入調整係数） 

： 自己収入の見込みに基づき決定する。 

 

［中期計画予算の見積りに際し使用した具体的係数及びその設定根拠等］ 

 

上記の算定式に基づき、一定の仮定の下に中期計画期間中の予算を試算。 

 

・ α（一般管理費の効率化係数）については、前年度比３％以上の効率化を図る前提で試算。 

・ β（事業の効率化係数）については、試験勘定に係る事業を除き、前年度比３％以上の効率

化、途中新規事業についても翌年度から３％程度の効率化を図る前提で試算。 

・ γ（中長期的政策係数）については、平成２５年度は 0.974023、２６年度は 1、２７年度は

0.9917521、２８年度は 1.2340995 として算定。２９年度は１として試算。 

・ δ（消費者物価指数）については、平成２５年度は 0.999、２６年度は 1、２７年度は 1.009、２８

年度は 1.029 として算定。２９年度は±０％として試算。 

・ ｓ（人件費調整係数）については、平成２５年度は 0.99824、２６年度は 1.072118、２７年度は

0.99538、２８年度は 0.99288 として算定。２９年度は１として試算。 

・ ｄ（自己収入調整係数）については、平成２５年度、２６年度、２７年度、２８年度及び２９年度

は１として試算。 

・ Ｃ（調整経費）については、退職手当等を前提に、平成２５年度は 0 千円、２６年度は 34,438

千円、２７年度は 15,353 千円、２８年度は 46,186 千円、２９年度は 1,267,476 千円として見込額

を算定。 
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別紙１－２  

予算（事業化勘定） 

    （単位:百万円） 

区別 金額 

  収入   

業務収入 ０ 

  計 ０ 

  支出   

  計 ０ 

［注記］ 

本勘定は平成１７年度に業務を停止しており、１百万円の現預金の収入利息のみが計上される

こととなる。 
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別紙１－３  

予算（試験勘定） 

    （単位:百万円） 

区別 金額 

  収入  

業務収入 １３，４５６ 

その他収入 １２ 

  計 １３，４６８ 

  支出  

業務経費 １２，３０６ 

一般管理費 １，０２７ 

  計 １３，３３３ 

［人件費の見積り］ 

期間中１，４９４百万円を支出する。 

但し、上記の額は、役員報酬、職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当、諸支出金（法定福利

費を除く。）等に相当する範囲の費用である。 
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別紙１－４  

予算（一般勘定） 

    （単位:百万円） 

区別 金額 

  収入  

運営費交付金 ３２，４５８ 

国庫補助金 ３，３９２ 

受託収入 １９４ 

業務収入 ２，５４１ 

その他収入 ２６４ 

  計 ３８，８４８ 

  支出  

業務経費 ４３，６９２ 

受託経費 １９４ 

一般管理費 ４，６３３ 

  計 ４８，５１８ 

［人件費の見積り］ 

期間中５，５３３百万円を支出する。 

但し、上記の額は、役員報酬、職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当、諸支出金（法定福利

費を除く。）等に相当する範囲の費用である。 
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別紙１－５  

予算（地域事業出資業務勘定） 

    （単位:百万円） 

区別 金額 

  収入   

その他収入 ０ 

  計 ０ 

  支出   

  計 ０ 

［注記］ 

本勘定は地域ソフトウェアセンターに対する出資金の計数管理のみを行っており、２５百万円の

現預金の収入利息のみが計上されることとなる。 
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別紙２ 収支計画 

 

別紙２－１ 

収支計画（総表） 

      （単位:百万円） 

区別 金額 

費用の部   

  経常費用 ４２，９７６ 

   業務費用 ３３，６４１ 

  受託経費 １９４ 

   一般管理費 ５，６５９ 

   減価償却費 ３，４８２ 

収益の部   

  経常収益 ４２，７８７ 

   運営費交付金収益 ２１，３０８ 

  補助金収益 ３，３９２ 

  受託収入 １９４ 

   業務収入 １４，８９５ 

   その他収入 ２５ 

   資産見返負債戻入 ２，９７４ 

  財務収益 ２５１ 

純利益（△純損失） ６３ 

前中期目標期間繰越積立金取崩額 ０ 

目的積立金取崩額 ０ 

総利益（△総損失） ６３ 

［注記］ 

各別表の「金額」欄の計数は、原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において

合計とは一致しないものがある。  
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別紙２－２ 

収支計画（事業化勘定） 

      （単位:百万円） 

区別 金額 

費用の部   

    

収益の部   

  財務収益 ０ 

純利益（△純損失） ０ 

前中期目標期間繰越積立金取崩額 ０ 

目的積立金取崩額 ０ 

総利益（△総損失） ０ 

［注記］ 

本勘定は平成１７年度に業務を停止しており、１百万円の現預金の収入利息のみが計上される

こととなる。 
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別紙２－３ 

収支計画（試験勘定） 

      （単位:百万円） 

区別 金額 

費用の部   

  経常費用 １３，４４５ 

   業務費用 １１，８７０ 

   一般管理費 １，０２７ 

   減価償却費 ５４８ 

収益の部   

  経常収益 １３，５０１ 

   業務収入 １３，４５６ 

  その他収入 ５ 

  資産見返負債戻入 ４０ 

  財務収益 ７ 

純利益（△純損失） ６３ 

前中期目標期間繰越積立金取崩額 ０ 

目的積立金取崩額 ０ 

総利益（△総損失） ６３ 
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別紙２－４ 

収支計画（一般勘定） 

      （単位:百万円） 

区別 金額 

費用の部   

  経常費用 ２９，５３１ 

   業務費用 ２１，７７０ 

  受託経費 １９４ 

   一般管理費 ４，６３３ 

   減価償却費 ２，９３４ 

収益の部   

  経常収益 ２９，２８６ 

   運営費交付金収益 ２１，３０８ 

  補助金収益 ３，３９２ 

  受託収入 １９４ 

   業務収入 １，４３８ 

   その他収入 ２０ 

   資産見返負債戻入 ２，９３４ 

  財務収益 ２４４ 

純利益（△純損失） ０ 

前中期目標期間繰越積立金取崩額 ０ 

目的積立金取崩額 ０ 

総利益（△総損失） ０ 
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別紙２－５ 

収支計画（地域事業出資業務勘定） 

      （単位:百万円） 

区別 金額 

費用の部   

  

収益の部   

  財務収益 ０ 

純利益（△純損失） ０ 

前中期目標期間繰越積立金取崩額 ０ 

目的積立金取崩額 ０ 

総利益（△総損失） ０ 

［注記］ 

本勘定は地域ソフトウェアセンターに対する出資金の計数管理のみを行っており、２５百万円の

現預金の収入利息のみが計上されることとなる。 
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別紙３ 資金計画 

 

別紙３－１  

資金計画（総表） 

     （単位:百万円） 

区別 金額 

資金支出   ６５，７８５ 

 業務活動による支出 ５２，９９６ 

 投資活動による支出 １０，１０６ 

  次期中期目標期間への繰越 ２，６８３ 

資金収入 ６５，７８５ 

  業務活動による収入 ５２，３２９ 

   運営費交付金による収入 ３２，４５８ 

  国庫補助金による収入 ３，３９２ 

  受託収入 １９４ 

   業務収入 １５，９９７ 

   その他収入 ２８９ 

  投資活動による収入 ９，６７０ 

  当中期目標期間の期首資金残高 ３，７８５ 

［注記］ 

各別表の「金額」欄の計数は、原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において

合計とは一致しないものがある。  
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別紙３－２  

資金計画（事業化勘定） 

     （単位:百万円） 

区別 金額 

資金支出   １ 

  次期中期目標期間への繰越 １ 

資金収入 １ 

 業務活動による収入 ０ 

    その他収入 ０ 

  当中期目標期間の期首資金残高 １ 

［注記］ 

本勘定は平成１７年度に業務を停止しており、１百万円の現預金の収入利息のみが計上される

こととなる。 
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別紙３－３  

資金計画（試験勘定） 

     （単位:百万円） 

区別 金額 

資金支出   １４，７６５ 

  業務活動による支出 １２，８９７ 

 投資活動による支出 ４３６ 

  次期中期目標期間への繰越 １，４３３ 

資金収入 １４，７６５ 

  業務活動による収入 １３，４６８ 

   業務収入 １３，４５６ 

   その他収入 １２ 

  当中期目標期間の期首資金残高 １，２９７ 
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別紙３－４  

資金計画（一般勘定） 

     （単位:百万円） 

区別 金額 

資金支出   ５０，９９３ 

  業務活動による支出 ４０，０９９ 

 投資活動による支出 ９，６７０ 

  次期中期目標期間への繰越 １，２２４ 

資金収入 ５０，９９３ 

  業務活動による収入 ３８，８６１ 

   運営費交付金による収入 ３２，４５８ 

  国庫補助金による収入 ３，３９２ 

  受託収入 １９４ 

   業務収入 ２，５４１ 

   その他収入 ２７７ 

 投資活動による収入 ９，６７０ 

  当中期目標期間の期首資金残高 ２，４６２ 
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別紙３－５  

資金計画（地域事業出資業務勘定） 

     （単位:百万円） 

区別 金額 

資金支出   ２５ 

 次期中期目標期間への繰越  ２５ 

資金収入 ２５ 

  業務活動による収入 ０ 

  その他収入 ０ 

 当中期目標期間の期首資金残高 ２５ 

［注記］      

本勘定は地域ソフトウェアセンターに対する出資金の計数管理のみを行っており、２５百万円の

現預金の収入利息のみが計上されることとなる。 

 

 

 

 

 

 


